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番号 質 問 事 項 質 問 内 容 回   答 

1 中継センターについて 中継センターとは作業施設と考えていいですか。 業務委託仕様書に記載していますように資源再生物の選

別・保管及び受入れ（受付含む）を行う施設となります。 

2 小豆島クリーンセンター敷地

内に有る、民間既存業者の作業

施設について 

小豆島クリーンセンター敷地内に有る、民間既存業者の

施設は業者委託後に使用可能ですか。 

 

民間既存業者の施設は、民間既存業者の所有ですので、当

組合では判断できません。 

3 民間既存業者の作業施設につ

いて 

民間既存業者の作業施設が使えない場合、同様施設を同

じ場所に建設したいと考えています。いつまでに既存民間

既存業者は解体撤去させるのですか。 

既存業者と異なる業者が受注となる場合は、民間既存業者

と協議して決定します。 

4 小豆島クリーンセンター敷地

内に同様施設建設について 

小豆島クリーンセンター敷地内に同様施設建設する場

合、何か条件はありますか。（法令順守は当然） 

小豆島クリーンセンター敷地内に同様の施設を新たに建

設する場合、既存業者の施設の場所となります。なお、施設

建設費、施設撤去費及び維持管理費等（人件費、用役費、点

検補修費等）、全て事業者が負担することが条件となります。 

5 トラックスケール・既存民間業

者が使っている小豆島クリー

ンセンター敷地内に有る倉庫

について 

小豆島クリーンセンター敷地内に有る、トラックスケー

ル・倉庫は使用可能ですか。現在の年間使用料はいくらで

すか。また今後、電気料金、他施設の金額等から値上がり

はありますか。 

使用可能です。 

現在の年間使用料は、トラックスケール 132,000円、倉庫 

138,000円です。今後の値上りについては、未定です。 

6 業務の内容 業務の内容については、土庄町、小豆島町内で行政及び

委託業者が搬入する古紙類その他の紙類のみを中継及び

売払いする業務と考えてよろしいでしょうか。 

業務委託仕様書のとおりです。 

7 中継センター 現在の中継センターは、小豆島クリーンセンター敷地内

にある民間業者の施設でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 
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番号 質 問 事 項 質 問 内 容 回   答 

8 中継センター 小豆島クリーンセンター内で保管場所の確保、休憩場

所、トイレの利用はさせていただけるのでしょうか。受託

者が仮設の休憩場所、トイレを設置した場合、土地の使用

料はいくらでしょうか。 

現在の受託業者の利用料金はいくらでしょうか。 

小豆島クリーンセンター内での保管場所の確保は、協議に

よります。また、休憩場所は、業者側で確保をお願いします。 

なお、トイレは、小豆島クリーンセンターの搬入受入時間

内であれば小豆島クリーンセンターのプラットホーム内に

あるトイレは使用可能です。その場合の利用料金は、いただ

いていません。 

土地の使用料は、協議により決定することとなります。 

9 中継センター 中継センター、保管場所において小豆地区資源再生物中継

及び売払い業務で定められている古紙類その他紙類以外

の物（ペットボトル）の取り扱いがあるようですが、どの

程度のものまで取り扱い可能でしょうか。 

 業務委託仕様書に定める再生資源物以外の取扱いについ

ては、可能性を排除するものではありませんが、当組合との

協議により判断します。その場合、業務内容に支障がないこ

とが前提となります。 

10 施設の利用 時間外、土曜日、日曜日、祝日等小豆島クリーンセンター

が休みの場合の場内作用及び搬出等は可能でしょうか。こ

の場合門の開錠等の作業は誰が行うのでしょうか。また、

搬出時等のトラックスケールの利用は可能でしょうか。そ

の場合、誰が計量器を操作するのでしょうか。 

現在の受託者においては、どのように行っていますか。 

小豆島クリーンセンターが休みの場内であっても、作業及

び搬出等は可能です。この場合、門扉の鍵を貸与しますので、

事業者にて開錠及び施錠をしていただくことになります。 

搬入受入時間内であれば、トラックスケールで計量可能な

サイズの車両であれば計量は行えます。土日祝日となります

と、小豆島クリーンセンターに職員がいませんので、計量の

際に表示された重量を事業者側で記録してもらうことにな

ります。 

 


